
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田（寺池町２丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75-388.7mφ100-224.8m,φ150-428.3m,φ200-1.5m 

管撤去延長 φ75-116.7m,φ100-371.3m,φ150-543.7m,φ200-51.6m 

 

残置管延長 φ100-104.4m 

 契約変更の理由 

 

1. 管材料、管布設延長の変更【増】 

試掘の結果、他企業地下埋設物が近接している箇所について離隔調整が必要になった 
ことから、管材料が増となる。 

また、現地取替範囲に近接する仕切弁等に不具合が見つかったため、現地配管条件や今

後の維持管理を再検討した結果、取替延長が増工となる。 

 

2. 既設管の残置処理の追加 

試掘の結果、取替予定の既設水道管の直上にガス管が布設されていることが判明した

ことから、ガス管の移設が必要になった。私道のため、地権者へ承諾を取る必要があった

が、承諾が得られずガスの移設が行えなくなった。そのため、新設管を別ルートで布設し、

既設管については残置することとなったことから、管撤去工が減、残置処理工が増となる。 

 

3. 給水管付替工の変更【増】 

今後の維持管理を考慮し既設給水管の取り出し位置を一部変更したことにより給水管

付替工の数量が変更となる。 

 

4. 付帯工の変更【増】 

道路管理者と協議した結果、舗装面積が変更となる。 

 

5. 交通誘導警備員の変更【増】 

交通誘導警備員の配置について所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が 

変更となる。  

 

（公表様式第６号） 


